
令和２（２０２０）.7.２０7 6
公共施設やイベントなど利用時のお願い▷新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用の際はマ
スクの着用や、ごみの持ち帰りなどにご協力をお願いします。また、利用の前には自宅で検温し、体
調不良の方は利用を控えてください。

◇市報は5日・20日（1月と10月は1日・20日）に発行します。すべての世帯のポストに直接配布するほか、市の施設、市内と
市境にある駅・郵便局・スーパーマーケットなどでも配布します。また、小平市ホームページにも掲載しています。
　市報が届かない場合などは、株式会社小平広告（☎0120（９４４）９00）へご連絡ください（月曜〜金曜日午前9時〜午後5時）。

新型コロナウイルス感染症　支援一覧 新型コロナウイルス感染症により、私たちの生活は大きな影響を
受けています。市や東京都などの支援情報の一部を紹介します。
掲載した支援の要件・内容など、詳しくはお問い合わせください。

個　人　向　け
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付（
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け
と
る
）

家賃の支払いが困難な方
住居確保給付金

対象　離職・廃業・休業などに伴う収入の減少、また、自己の責によらない
同等の収入の減少により住居を失うおそれのある方
給付額　家賃相当額（上限あり）
給付期間　原則 ３ か月（要件を満たせば最長 ９ か月）

問合せ　こだいら生活相談支援セ
ンター（小平市社会福祉協議会）
☎０４２（３４９）０１５１

ひとり親世帯
臨時特別給付金

対象　ひとり親世帯で①令和 ２ 年 ６ 月分の児童扶養手当を受給している方、
②公的年金などを受給しているため、児童扶養手当を受給していない方、③
収入が児童扶養手当の水準に下がった方
基本給付　 １ 世帯 ５万円、第 ２ 子以降は １ 人 ３ 万円を加算
※①の対象者は申請不要です。②・③の対象者は申請が必要です。
追加給付　 １ 世帯 ５万円（申請が必要です。）
※①・②の対象者（生活保護受給世帯は対象外）で、家計が急変し、収入が
減少している方が対象です。

問合せ　子育て支援課
☎０４２（３４６）９５４４
厚生労働省　ひとり親世帯臨時特
別給付金コールセンター
☎０１２０（４００）９０３

傷病手当金

対象　新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われ、療養のため
仕事を休んだ方
支給額　（直近の継続した ３ か月間の給与収入の合計額÷就労日数）× ３ 分の
２ ×支給対象日数（支給額の上限額あり）

▷７４歳以下の国民健康保険加入者
問合せ　保険年金課
☎０４２（３４６）９５２９
▷後期高齢者医療制度加入者
問合せ　広域連合お問合せセンタ
ー（東京都後期高齢者医療広域連
合）
☎０５７０（０８６）５１９

家計が急変し学費が払えない
日本学生支援機構
家計急変給付奨学金

対象　大学・短大・高専・専修学校に在学の方
支給額　月額５,９００円〜７５,８００円
※家計急変から ３ か月以内の申し込みが対象。
※学業成績、家計基準など別途要件があります。

問合せ　日本学生支援機構奨学金
相談センター
☎０５７０（６６６）３０１

貸
付

生活を立て直したい（主に失業者）
総合支援資金

貸付上限額　複数世帯は月２０万円以内、単身世帯は月１５万円以内
据置期間　 １ 年以内　償還期限　１０年以内

問合せ　厚生労働省　全国共通相
談ダイヤル
☎０１２０（４６）１９９９
小平市社会福祉協議会
☎０４２（３４４）１２１７

一時的に資金が必要（主に休業者）
緊急小口資金

貸付上限額　１０万円以内、特別に認められた場合２０万円以内
据置期間　 １ 年以内　償還期限　 ２ 年以内

支援 就学援助準要保護世帯
給食費相当額を支給

対象　就学援助の準要保護認定を受けた世帯
支給額　学校臨時休業期間中などの学校給食費に相当する額
※就学援助は、随時申請を受け付けています。

問合せ　学務課
☎０４２（３４６）９５７０

猶
予
・
減
免

住民税・固定資産税
など

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大幅に減少した、事業の継
続が難しくなったなど、市税を納期限内に納付できない事情がある方は、納
税が猶予される場合があります。
※納期限までに申請する必要があります。

問合せ　収納課
☎０４２（３４６）９５２７

国民健康保険税
　　　・
後期高齢者医療保険料

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重
篤な傷病を負った世帯、もしくは、主たる生計維持者の事業収入、給与収入、
不動産収入または山林収入のいずれかが大幅に減少が見込まれる世帯は、減
免を受けられる場合があります。

問合せ　保険年金課
▷国民健康保険税について
☎０４２（３４６）９５３０
▷後期高齢者医療保険料について
☎０４２（３４６）９５３８

国民年金保険料 失業や事業の廃止、休止などの理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、
保険料免除や猶予の申請ができます。

問合せ　保険年金課
☎０４２（３４６）９５３１

介護保険料 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が大幅に
減少したなどの場合、減免が受けられる場合があります。

問合せ　高齢者支援課
☎０４２（３４６）９５１０

水道料金・下水道料金
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少している場合など、一
時的に支払いが困難な事情がある方は、猶予を受けることができます。
※個人、法人のすべての方が対象。

問合せ　東京都水道局多摩お客さ
まセンター
☎０５７０（０９１）１０１
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売上が２０％以上５０％未満減少
小平市中小企業等
家賃支援給付金

対象　令和 ２ 年 ４ 月と ５ 月の売上が前年同月比で２０〜５０％減少している事業
者
※個人事業主（フリーランス含む）、医療法人、特定非営利活動法人なども
対象
給付額　 １ 事業者につき上限３０万円　（月１５万円を ２ か月分）

問合せ　産業振興課
☎０４２（３４６）９５３４

小平市感染防止徹底協力金 対象　東京都の「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示した事業所
給付額　１事業所につき５万円

売上が５０％以上減少
持続化給付金

対象　ひと月の売上が前年同月比で５０％以上減少している事業者
給付額（上限）　中小法人等２００万円、個人事業者等１００万円
※昨年 １ 年間の売上からの減少分が上限です。

問合せ　経済産業省　持続化給付
金事業コールセンター
☎０１２０（１１５）５７０

家賃支援給付金
（経済産業省）

対象　令和 ２ 年 ５ 月から１２月の売上高が １ か月で前年同月比５０％以上減少し
ている、または連続する ３ か月の合計で前年同月比３０％以上減少している事
業者
給付額（上限）　中小法人等６００万円、個人事業者等３００万円

問合せ　経済産業省　家賃支援給
付金コールセンター
☎０１２０（６５３）９３０

貸
付

小平市　小口事業資金・小
口零細企業資金融資あっせ
ん制度（緊急運転資金）

対象　常時使用する従業員数が２０人以下（商業・サービス業は ５ 人以下）で、
申込金額とすでに信用保証協会の保証を受けている融資の残高との合計が 
２,０００万円までの個人または法人（NPO法人を含む）
融資限度額　３００万円　返済期限　３６か月
利率　１.６６％または１.８６％（実質負担０.５０％または０.５６％）

問合せ　産業振興課
☎０４２（３４６）９５３４

人との交流が制限されていても
地域の孤立を防ぐために
新型コロナウィルス感染症の拡大で人との
交流が難しい状況下では、外出する機会が
減り、地域から孤立しやすくなります。
栄町あんず自治会では、黄色いハンカチ訓
練（災害発生時、家族の無事を地域に知ら
せるために家の前に黄色いハンカチを掲げ
る訓練）や、自治会ニュースの配布など、
人との接触に気をつけながら地域の安否確
認訓練や情報提供の活動をしています。
災害時は、安否確認や地域情報の共有が難
しくなります。人との交流に気をつけると
きだからこそ、地域で助け合う環境を作り
ませんか。

自治会は、地域の人たちが集まって運営し、親睦やお祭り、防犯・防
災などの活動をしています。困った時にお互い助け合う関係を、自治
会を通して築いてみませんか。

介護を必要とせず、自立した生活を長く続けるために、健康運動指導
士などの講話や簡単な体操、筋力をつける運動をします。

日　程　▷中島地域センター…第２・第４木曜日　午前１０時〜１１時
▷小川町一丁目地域センター…第２・第４水曜日　午後２時〜３時
▷上水新町地域センター…第２・第４金曜日　午後２時〜３時
▷上水本町地域センター…第１・第３木曜日　午後２時〜３時
▷ほのぼの館…第２・第４火曜日　①午前１０時〜１１時、②午後１時
３０分〜２時３０分
▷元気村おがわ東…第１・第３木曜日　午前１０時〜１１時
▷福祉会館…第２・第４月曜日　午後２時〜３時
▷喜平図書館…第１・第３火曜日　①午前９時３０分〜１０時３０分、
②午前１１時〜正午
▷御幸地域センター…第２・第４火曜日　午前１０時〜１１時
▷鈴木地域センター…第２・第４火曜日　午前１０時〜１１時
▷大沼地域センター…第２・第４金曜日　午前１０時〜１１時
▷さわやか館…第２・第４火曜日　午後２時〜３時
▷花小金井南公民館…第１・第３金曜日　午前１０時〜１１時
※各全６回。駐車場はありません。

対　象　市内在住で6５歳以上の方　定　員　各１０人程度
持ち物　水分補給用飲料、フェイスタオル、筆記用具
申込み　７月３１日（金）まで（消印有効）に、はがきに「介護予防講
座希望」と明記し、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、電話番号、
希望する会場（ほのぼの館、喜平図書館は時間（①・②）も記入）１
か所を記入のうえ、問合せ先へ（ファクシミリ・電子メール可、応募
多数の場合は抽選し、結果は８月１８日（火）に全員に通知を発送）
※高齢者支援課（健康福祉事務センター１階）にある申込用紙からも
申し込めます。
※８月７日（金）午後２時から、福祉会館４階小ホールで抽選します。
抽選は、見学できます。

災害時、頼りになるのは地域の力
自治会に参加しませんか

令和元年 ５月に行われた炊き出し訓練

９月～１１月コース

気軽に元気アップ介護予防講座

講座に参加して元気に過ごしましょう
６５歳以上の方や認知症に関心がある方

いきいき認知症予防教室入門編
認知症になる前に気をつけよう

体を動かしながら頭を使う方法を学び、認知機能を鍛えます。
と　き　８月２7日（木）　①午前９時４５分〜１０時４５分、②午前１１時〜正午
ところ　健康福祉事務センター第３・第４会議室
対　象　市内在住の6５歳以上で認知症の診断を受けていない方
定　員　各１５人
内　容　日常生活でできる認知機能の鍛え方についての講話
※受講終了者は実践編に申し込めます。
申込み　７月２０日（月）から、希望する時間（①・②）を電話で問合せ先へ（先
着順）

問合せ　高齢者支援課（〒１８7−８7０１　小平市役所）
☎０４２（３４6）９５３９、v０４２（３４6）９４９８、Akaigoyobo@city.kodaira.lg.jp

認知症支援リーダー養成講座

出張講座で認知症サポーター養成講座を受講できます

地域の認知症の方を見守る

認知症のこと、認知症の方への関わり方などを学びます。
地域で認知症の方と家族を支えるひとりになってみませんか。
と　き　９月４日（金）・２４日（木）、１０月９日（金）・２7日（火）、１１月２４日

（火）　午後２時〜３時３０分（１０月９日は午前１０時〜１１時３０分）　全５回
ところ　福祉会館４階小ホール（１０月２7日は中央公民館講座室２）
対　象　認知症サポーター養成講座を受講済みの方
※受講していない方は問合せ先へご相談ください。
定　員　２０人
内　容　病気の理解、接し方のこつ、体験談、傾聴についてなど
申込み　７月２０日（月）から、電話で問合せ先へ（先着順）

認知症サポーターとは、認知症やその家族を見守る応援者です。講座で
は、認知症を初めて学ぶ方向けに、接し方など基本知識を学びます。
出張講座は、２人以上から受講できます。また、テレビ会議システム（ズ
ーム）でも受講できます。詳しくは、お問い合わせくださ
い。

自治会に参加するには
◆住む地域の自治会長へ申込み
自治会長の連絡先や住む地域の自治会の紹介など、問合せ先で
確認できます。また、小平市ホームページで公開している自治
会マップでは、住む場所がどの自治会に属しているのか、地図
で確認できます。

◆住む地域に自治会がない方は
住む地域に自治会がない方は、自治会を結成できます。結成
方法など、詳しくはお問い合わせください。また、結成方法
などをまとめた自治会ハンドブックもあります。
※自治会ハンドブックは、市民協働・男女参画推進課（市役
所１階）にあります。また、小平市ホームページからダウン
ロードもできます。
問合せ　市民協働・男女参画推進課☎０４２（３４6）９５３２

黄色いハンカチ訓練

配布した自治会ニュース

自主防災組織で備えを
自主防災組織は、地域の住人によって自主的に組織され、
防災資器材などの備えや防災訓練などをしています。
市では、自主防災組織の防災資器材の整備や訓練に要する
費用の一部を補助しています。自主防災組織の結成方法や
補助の条件など、詳しくはお問い合わせください。

◆自治会で新しく設置する消火器など購入を補助
自治会で消火器などを購入して街頭に設置した場合、１か所につき費用の半
額を補助します。詳しくは、お問い合わせください。
対　象　▷国家検定合格証が表示されたＡＢＣ消火器（または同等の性能が
あると認められるもの）とその格納箱
▷誰もが、いつでも使用できる場所に設置する
▷自治会加入世帯１０世帯につき１か所
※期限が切れた消火器の更新は対象外です。
補助額　設置１か所あたりにかかった費用の半分×設置箇所
※１か所あたりの補助額の上限は８,０００円。
問合せ　防災危機管理課▷自主防災組織に関すること☎０４２（３４6）９５１９
▷消火器など購入の補助に関すること☎０４２（３４6）９８１３

消火器

小平市
ホームページ


